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千曲坂城危険物防火管理協会会則 

第１章 総 則 

（名称） 

第１条 本会は、千曲坂城危険物防火管理協会（以下「本会」という）と称する。 

 （目的） 

第２条 本会は、会員が危険物の取扱及び防火対象物の管理等起因する火災及び事故等

の災害防止に努め、もって事業の健全な振興発展と公共の福祉の増進に寄与すると共

に、会員相互の融和、親睦を図ることを目的とする。 

 （事務局） 

第３条 本会の事務局は千曲坂城消防本部予防課に置く。 

 （事業） 

第４条 本会は第２条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。 

⑴ 危険物施設並びに防火対象物の安全管理、防火管理等に関する知識及び研究に関

すること 

⑵ 関係法令の普及徹底に関すること 

⑶ 災害の防止と防火思想の普及宣伝に関すること 

⑷ 危険物取扱者及び防火管理者等の講習会、並びに研究会の開催に関すること 

⑸ 優良危険物施設及び優良防火施設の視察研修に関すること 

⑹ 功労者及び優良施設の表彰に関すること 

⑺ 弔慰に関すること。 

⑻ 前各号のほか本会の目的達成上必要と認める事業 

第２章 組 織 

（会員） 

第５条 本会の会員は、千曲市及び坂城町内の事業所及び危険物製造所等並びに本会の              

目的に賛同する団体又は個人をもって組織する。  

 （部会） 

第６条 本会の合理的な運営を図るため、危険物施設及び防火対象物の業態等により次

の部会を設ける。 

⑴ 危険物部会 

⑵ 防火管理部会 

 （役員） 

第７条 本会に次の役員を置く。 

⑴ 会 長   １名 

⑵ 副会長   ２名 

⑶ 常任理事  １名 

⑷ 理 事  ２０名（会長、副会長含む） 

⑸ 監 事   ３名 



 （役員の選任） 

第８条 役員の選任は次による。 

⑴ 理事、監事は総会において選任する。会長、副会長は理事会の互選により選任す

るものとし、副会長は危険物部会及び防火管理部会から１名を充て、それぞれの部

会長となる 

⑵ 常任理事は消防本部予防課長の職にある者 

 （役員の職務） 

第９条 役員の職務は次のとおりとする。 

⑴ 会長は本会を代表し、会務を総理し部会を除く各会議の議長となる 

⑵ 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代理する 

⑶ 常任理事は本会の事業への参画、調整及び関係機関との渉外等、重要な会務  

を処理する 

⑷ 理事は本会の会務を掌理する 

⑸ 監事は本会の会計を監査する 

 （役員の任期） 

第１０条 役員の任期は次のとおりとする。 

⑴ 役員の任期は２年とする。ただし再任は妨げないものとする 

⑵ 役員に欠員が生じた時は役員を補充することができる。ただし、補充役員の任期

は前任者の残任期間とする 

 （幹事） 

第１１条 本会に幹事若干名を置く。 

⑴ 幹事は理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する 

⑵ 幹事は消防本部予防課の職員を充て、本会の庶務及び会計事務を処理する 

 （顧問） 

第１２条 本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。 

第３章 会 議 

 （会議） 

第１３条 本会の会議は次のとおりとする。 

⑴ 総 会 

⑵ 理事会 

⑶ 部 会 

 （総会） 

第１４条 総会は通常総会及び臨時総会とする。通常総会は毎事業年度終了後３ヶ月以

内に、臨時総会は必要に応じ会長が招集する。 

 （通常総会付議事項） 

第１５条 通常総会に付議する事項は次のとおりとする。 

⑴ 事業計画及び予算に関する事項 

⑵ 事業報告及び決算に関する事項 



⑶ 会則の変更に関する事項 

⑷ 役員の改選に関する事項 

⑸ その他本会運営上必要な事項 

 （理事会） 

第１６条 理事会は必要に応じ会長が招集し、次の事項を審議する。 

⑴ 総会に提出する議案 

⑵ 事業計画の執行に関する事項 

⑶ その他本会運営上必要な事項 

 （部会） 

第１７条 部会は、その部に属する会員をもって組織し、必要に応じて部会長が招集し

部会長が議長を努め、次の事項を調査、研究する。 

⑴ 部会として第２条の目的達成のため必要な事項 

⑵ 会長又は部会長が必要と認める事項 

 （議決） 

第１８条 各会議の議決は、出席者の過半数をもって可決し、可否同数のときは議長が

これを決する。 

 

第４章 会計 

 （経費） 

第１９条 本会の会費は、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。 

 （会費） 

第２０条 本会の会費は次のとおりとする。 

⑴ 会費は年会費とし、別表第１のとおりとする。ただし事業年度６ヶ月を経過して

加入した者は年額の２分の１の額を徴収する。 

⑵ 変更については、総会の議決によらなければならない。 

⑶ 会費のほか、必要に応じて特別徴収金を理事会において決定し徴収することがで

きる。 

 （会計年度） 

第２１条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終るものとする。 

 

 第５章 薄 冊 

 （薄冊） 

第２２条 本会には次の薄冊を備える。 

⑴ 会則簿 

⑵ 会員名簿 

⑶ 役員名簿 

⑷ 会議書類綴 

⑸ 予算及び決算簿 



⑹ 金銭出納簿 

⑺ 文書件名簿 

⑻ 表彰者名簿 

 

第６章 加入及び脱会 

 （入会） 

第２３条 本会に入会しようとする者は、入会申込書（様式第１号）により会長に申込

をすることとする。 

 （脱会） 

第２４条 本会を脱会しようとする者は、脱会届出書（様式第２号）により会長に届出

をすることとし、会費に未納があるときは完納しなければならない。 

２ 既納の会費は返戻しないものとする 

 

第７章 雑 則 

 （補則） 

第２５条 この会則の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を得て別に定めることが

できる。 

 （会則の改廃） 

第２６条 会則は総会の議決を得なければ、改廃することができない。 

 

 （附則） 

１ この会則は平成１５年９月１日から施行する。ただし第１９条及び第２０条の規定

の適用については平成１６年４月１日から施行する。 

２ この会則の施行に際し、旧更埴市危険物防火管理協会会員及び旧坂城戸倉上山田危

険物安全協会会員は、本会則第５条に規定する会員とみなす。 

３ 平成１５年度の役員任期については、平成１７年度通常総会までとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第 20条関係） 

 

千曲坂城危険物防火管理協会 会費算出基準 

 

区           分 金  額 

⑴ 均等割 事 業 所・危 険 物 製 造 所 等 ご と ２,０００円 

⑵ 

危 

険 

物 

部 

会 

指 

定 

数 

量 

割 

指定数量の１,０００倍を超える 

指定数量の ５００倍を超え１０００倍以下 

指定数量の ２００倍を超え ５００倍以下 

指定数量の １００倍を超え ２００倍以下 

指定数量の  ５０倍を超え １００倍以下 

指定数量の  １０倍を超え  ５０倍以下 

指定数量の  １０倍以下 

３０,０００円 

１５,０００円 

 ６,０００円 

  ５,０００円 

  ４,０００円 

  ２,０００円 

  １,０００円 

⑶ 

防
火
管
理
部
会 

消防法第８条該当 防火管理者選任義務 有…Ａ          １,０００円 

⑷ 賛助会員 ２,０００円 

 

備 考 

１ 危険物部会は ⑴ と ⑵ の合算とする。 

 ２ 防火管理部会は ⑴ と ⑶ の合算とする。 

３ 一事業所において危険物部会と防火管理部会が複合する場合は  ⑴ と  ⑵     

と ⑶ の合算とする。 

 

 

 

 

 


